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第１６号 学校給食センター地下ピット内産業廃棄物収集運搬・処分業務委託 

仕様書 

  

受注者は、近江八幡市（以下「委託者」という。）が管理する学校給食センターの地下ピッ

ト内に堆積している汚泥を吸引等の清掃作業により除去し、関係法令を遵守した上で運搬及

び処分する業務を、この仕様書に記載された内容に基づき履行するものとする。  

   

第１条 委託業務の内容  

１ 業務の名称  

   第１６号 学校給食センター地下ピット内産業廃棄物収集運搬・処分業務委託 

２ 対象品目    汚泥 

３ 委託期間    契約日 から 令和７年１２月２６日 まで 

４ 予定数量    １２,５００Kg   

   なお、予定数量は見込量であり予定数量から増減する可能性があり、確定量ではない。 

  確定量について、２５０kg 以上の増減がある場合、精算を実施するものとし、任意様式

の見積内訳書に処分単価（kg 単位）を明確に記載しておくこと。  

５ 対象施設（汚泥積込場所）  

    

施 設 名 住 所 

近江八幡市学校給食センター 近江八幡市武佐町３２９―１ 

 

第２条 契約履行について  

 受託者は第１条に示す業務を履行するにあたり、次の条件を満たさなければならない。  

 

１ 業務の内容等 

(１) 汚泥堆積箇所      別紙１（配置を示す図）のとおり 

(２) 業務概要        別紙２（ピット図および業務概要）のとおり 

(３)  地下ピット内での作業は、汚泥を高圧洗浄により除去物を破砕・剥離等を行った 

上で吸引すること。 

(４) 高圧洗浄の水は原則、受注者により手配するものとするが、不足した場合は委託者

と協議の上、対象施設から水を補填することができるものとする。 

(５) 汚泥吸引作業にあたって、ホースや作業員通路等は養生し施設や周辺厨房機器に汚

れ等影響が出ないように最大限配慮すること。 

(６) 収集運搬車両は、給食配送車が通行可能な幅を確保した箇所に駐車した上で作業を

行うこと。 

 

２ 業務作業日程  

（１） 作業日程調整    

契約期間内において、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 

（２） 作業可能時間 ※作業場所からの撤去完了も含む。 

平日の場合、７時～１３時までの６時間。 
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休日の場合、８時～１８時までの９時間。   

ただし、事前協議により、それ以外の日時も可能とする。 

 

第３条 法令等遵守事項  

受託者は、業務履行に当たり、以下の法令等を遵守し、適正に業務を行わなければならな 

い。なお、業務履行中に発生した事故等については、その原因が委託者の責めに帰すべき 

場合を除き、受託者が責任を負わなければならない。  

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」とい

う。）  

２ 道路交通法等の運搬関係法令   

３ 計量法  

４ その他関係法令  

  

第４条 資格等  

１ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

２ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生開始手続きの申立てがなされてい

る者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てをされている者（再生手続き開始の決定を受

けている者を除く。）でないこと。 

３ 公告日前日において、令和７年度近江八幡市役務提供入札参加有資格者名簿に「廃棄物収 

集運搬・処理業務」で登録していること。ただし、登録されていないものは競争参加資格

審査申請に基づき申請を行い、承認を受けること。 

４ 当該委託の落札決定の日までに、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及び指名停

止基準に基づく停止措置を受けていないこと。 

５ 廃掃法第１４条第１項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可（品目が汚泥に係るも

の）及び、廃掃法第１４条第６項の規定による産業廃棄物処分業の許可（品目が汚泥に係

るもの）の両方の許可を有すること。 

６ 廃掃法第１４条第１項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可（品目が汚泥に係るも

の）及び、廃掃法第１４条第６項の規定による産業廃棄物処分業の許可（品目が汚泥に係

るもの）について、いずれか一方の許可しか受けていない場合、もう一方の許可を受けて

いる業者と業務の連携をして本件業務を履行する旨を確認できる誓約書を提出し、市が認

めた場合のみ５の条件を満たしているものとみなすこととする。 

 

第５条 提出書類  

本業務の完了後、次に掲げる成果物を遅滞なく提出し、検査を受けること。 

１ 業務完了報告書(任意様式) 

２ 業務写真(任意様式：収集、運搬、荷下ろし等処分の状況が確認できるもの) 

３ マニフェストＢ２票(処理施設搬入時) 

４ マニフェストＤ票、Ｅ票(処理完了後) 
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第６条 その他  

本仕様書に定めのない事項は、受委託者間で協議の上、監督職員が指示する。  


